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津市告示第２２０号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する

同法第１９条第１項の規定により都市計画を変更したので、同法第２１条第２

項において準用する同法第２０条第１項の規定により次のとおり告示し、同条

第２項の規定により当該都市計画の図書を縦覧に供する。 

  平成２７年８月１７日 

津市長 前 葉 泰 幸   

１ 都市計画の種類及び名称 

津都市計画火葬場  

津市斎場 

２ 都市計画を定める土地の地区 

  都市計画の図書において表示する。 

３ 縦覧場所 

  津市都市計画部都市政策課 



津市告示第２２１号 

 平成２７年第３回津市議会定例会を次のとおり招集する。 

  平成２７年８月１８日 

                      津市長 前 葉 泰 幸   

１ 招集の日 

  平成２７年８月２５日 

２ 招集の場所 

  津市議会議事堂 



津市告示第２２２号

下記に係る国民健康保険被保険者証は無効であることを告示する。     

  平成２７年８月１９日

津市長 前 葉 泰 幸  

記

国民健康保険被保険者証

記号番号 交付年月日 無効となった日

０６２３３９７ 平成２６年１０月１日 平成２７年７月１５日

０１００３１０ 平成２７年３月１日 平成２７年７月１６日



津市告示第２２３号 

津市自転車等の放置の防止に関する条例１２条第２項の規定に基づき撤去し、

保管している自転車等について、同条例第１６条第２項の規定により次のとお

り告示する。 

 平成２７年８月２１日 

            津市長 前 葉 泰 幸   

１ 放置されていた場所、台数及び撤去した年月日 

放置されていた場所 台数 撤去した年月日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２７年 ８月 ３日 

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 ２ 平成２７年 ８月 ３日 

津新町駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２７年 ８月 ３日 

久居駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２７年 ８月 ４日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 ２ 平成２７年 ８月 ５日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２７年 ８月 ６日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２７年 ８月 ７日 

津新町駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２７年 ８月 ７日 

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２７年 ８月 ７日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 ３ 平成２７年 ８月１１日 

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２７年 ８月１１日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 ３ 平成２７年 ８月１２日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 ３ 平成２７年 ８月１３日 

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２７年 ８月１３日 

久居駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２７年 ８月１４日 

２ 保管期間  

    告示の日から９０日間 

３ 連絡先 

垂水自転車等保管庫 

０５９－２２２－６３０７ 



津市告示第２２４号

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成２０年津市告示第１７３号で認可した地縁による団体から告示された

事項に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告示

する。

  平成２７年８月２８日

津市長 前 葉 泰 幸

１ 届出者

  三行自治会

  三重県津市河芸町三行２２８番地１

   代表者 山 田 朝 雄

２ 変更に係る事項

(1) 代表者の氏名及び住所

変更前 三重県津市河芸町三行４８７番地の１

中川 三郎

変更後 三重県津市河芸町三行１７９４番地１

山田 朝雄

３ 変更の理由

  任期満了により、平成２６年４月１日新任のため。

４ 変更年月日

  平成２６年４月１日



津市公告第９９号

 津市営住宅の補充入居者を津市営住宅の設置及び管理に関する条例（平成１

８年津市条例第２１５号。以下「条例」という。）第４条第１項の規定により次

のとおり公募します。

  平成２７年８月１７日

                     津市長 前 葉 泰 幸  

１ 入居資格

  次の各事項の条件を備える者

 現に同居し、又は同居しようとする親族（婚姻の届出をしないが事実上

  婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。）があること。

  ただし、次に掲げる者（身体上又は精神上著しい障害があるために常時  

の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は

受けることが困難であると認められる者を除く。）にあっては、この限りで

ない。

  ア ６０歳以上の者（平成１８年４月１日前に５０歳以上である者を含

む。）

  イ 障害者基本法（昭和４５年法律第８４号）第２条第１号に規定する障

害者でその障害の程度が次に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ次に定

める程度であるもの

  （ア） 身体障害 身体障害者福祉法施行規則（昭和２５年厚生省令第１

     ５号）別表第５号の１級から４級までのいずれかに該当する程度

  （イ） 精神障害（知的障害を除く。以下同じ。） 精神保健及び精神障害

     者福祉に関する法律施行令（昭和２５年政令第１５５号）第６条第

     ３項に規定する１級から３級までのいずれかに該当する程度

  （ウ） 知的障害 （イ）に規定する精神障害の程度に該当する程度 

  ウ 戦傷病者特別援護法（昭和３８年法律第１６８号）第２条第１項に規

定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法（大正１２年法律第４８号）

別表第１号表ノ２の特別項症から第６項症まで又は同法別表第１号表ノ

３の第１款症であるもの

  エ 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律（平成６年法律第１１７号）

   第１１条第１項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者



  オ 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第６条第１項に規定する被

保護者

  カ 海外からの引揚者で、本邦に引き揚げた日から起算して５年を経過し

ていない者

  キ ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律（平

成１３年法律第６３号）第２条に規定するハンセン病療養所入所者等

  ク 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（平成１３

年法律第３１号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。）

第１条第２項に規定する被害者で（ア）又は（イ）のいずれかに該当す

る者

（ア） 配偶者暴力防止等法第３条第３項第３号の規定による一時保護又

は配偶者暴力防止等法第５条の規定による保護が終了した日から起

算して５年を経過していない者

（イ） 配偶者暴力防止等法第１０条第１項の規定により裁判所がした命

令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算し

て５年を経過していない者

 入居申込みの日において、次に掲げる基準の収入のある者

Ａ区分住宅 １５８，０００円以下（裁量階層世帯２５９，０００円以

下）

Ｂ区分住宅 １１４，０００円以下（裁量階層世帯１５８，０００円以

下）

裁量階層世帯・・・・・下記の要件のいずれかに該当する世帯

    ア 障害者基本法第２条第１号に規定する障害者でその障害の程度が

次に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ次に定める程度の者がある

世帯

    （ア） 身体障害 身体障害者福祉法施行規則別表第５号の１級から

４級までのいずれかに該当する程度

    （イ） 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令

第６条第３項に規定する１級から２級までのいずれかに該当す

る程度

    （ウ） 知的障害 （イ）に規定する精神障害の程度に該当する程度

イ 申込者が６０歳以上（昭和３１年４月１日以前に生まれた者を含

む。）の者であり、かつ、同居予定者のいずれもが６０歳以上（昭



和３１年４月１日以前に生まれた者を含む。）又は１８歳未満の者

のみである世帯

   ウ 申込者又は同居予定者に戦傷病者特別援護法第４条の規定により戦

傷病者手帳の交付を受けている者で、当該手帳に記載されている身体

上の障害の程度が恩給法別表第１号表ノ２の特別項症から第６項症ま

で又は同表第１号表ノ３の第１款症である者がある世帯

   エ 申込者又は同居予定者に原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律

第１１条第１項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者が

ある世帯

オ 申込者又は同居予定者にハンセン病療養所入所者等に対する補償金

の支給等に関する法律第２条に規定するハンセン病療養所入所者等が

ある世帯

カ 申込者又は同居予定者に海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日か

ら起算して５年を経過していない者がある世帯

   キ 同居予定者に小学校就学の始期に達するまでの者がある世帯

   ＜収入の算出方法＞

申込者及び同居予定者の過去１年間における所得税法（昭和４０年法律

第３３号）の例に準じて算出した所得金額の合計から次に掲げる額を控除

した額を１２で除した額を収入という。

  （ア）同居親族又は控除対象配偶者若しくは扶養親族１人につき３８万円

  （イ）老人控除対象配偶者又は老人扶養親族１人につき１０万円

  （ウ）特定扶養親族１人につき２５万円

  （エ）申込者又は（ア）に規定する者に障害者がある場合には、障害者１

人につき２７万円（特別障害者の場合は、１人につき４０万円）

  （オ）申込者又は同居親族に寡婦又は寡夫がある場合その寡婦又は寡夫１

人につき２７万円（所得金額が２７万円未満である場合には、当該所

得金額）

 現に住宅に困窮していることが明らかな者

 津市内に住所又は勤務場所を有する者

 市町村税等を滞納していない者

 申込者又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防

止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴

力団員でないこと。 



 条例に基づいて定める家賃及び敷金を支払う能力を有する者

２ 受付期間、受付時間及び申込方法

 受付期間及び受付時間

   平成２７年９月１日（火）から同月４日（金）までの午前８時３０分か

ら午後５時１５分までとする。

 申込方法

   入居申込みは、住宅入居申込書に所定事項を明確に記載し、次の書類を

持参し建設部市営住宅課（本庁舎６階）又は市営住宅課久居分室（ポルタ

ひさい南館１階）へ申込者又は事情の分かる家族の者が提出すること。

なお、住宅入居申込書は、平成２７年８月１７日（月）から建設部市営

住宅課及び市営住宅課久居分室で交付する。（ただし、土曜日及び日曜日は

除く。）

  ア 申込者、同居予定者全員の市町村長の発行する所得・課税証明書

  イ 申込者、同居予定者全員の住民票の写し

  ウ 市町村税の完納証明書

  エ 婚約中の者は、婚約証明書（市営住宅課所定の用紙）

  オ 立ち退きを請求されている者はその証明書

  カ 心身障害者は手帳（身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育

手帳）、母子世帯については戸籍の全部事項証明書（戸籍謄本）又は社会

福祉事務所長の証明書

  キ 現住居が借家、間借りの場合は、賃貸借契約書の写し又は過去３か月

   間の家賃の領収書の写し

  ク その他申込者の実情に応じて必要な書類の提出を求めることができる。

３ 優先入居者

  次の世帯等は、優先入居住宅に申込みができる。

 条例第５条各号に該当する世帯

 ２０歳未満の子と同居し、扶養している母子世帯及び父子世帯

 引揚者世帯（海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して５年

を経過していない者がある世帯）

 永住帰国を希望する中国残留邦人等の世帯

 老人世帯（６０歳以上の者及び一定条件を有する者のみからなる世帯）

 多子世帯（１８歳未満の子が３人以上いる世帯）

 心身障害者世帯（身体障害者手帳１～４級、精神障害者保健福祉手帳１



～２級、療育手帳最重度～中度の交付を受けた者が含まれる世帯）

 戦傷病者特別援護法第４条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けた者

で、当該手帳に記載されている身体上の障害の程度が恩給法別表第１号表

ノ２の特別項症から第６項症まで又は同表第１号表ノ３の第１款症の者が

ある世帯

４ 選考及び抽選

  提出された申込書及び実情調査をもとに、入居適格者を選考する。

  入居適格者の数が、募集戸数を上回った住宅については、津市営住宅等公

 開抽選実施要綱（平成１８年訓第１８２号）に基づき、公開抽選会を行い、

入居決定者及び入居補欠者を決定し、その当選順に希望の住宅を選択する。

 優先入居住宅がある募集住宅の抽選は、一般住宅の抽選に先立ち優先入居

適格者により優先入居住宅の抽選を行い、続いて一般住宅の抽選を一般入居

適格者と先の優先入居住宅の落選者により、抽選を行う。

  公開抽選会は、平成２７年１０月６日（火）（予定）

５ 募集住宅及び戸数

 Ａ区分住宅

(1) 白塚団地      ２戸（１戸）  
   津市白塚町５８番地３     鉄筋コンクリート５階建 ３ＤＫ

    家賃  １５，０００円 ～ ３３，８００円

(2) 高洲町アパート   １戸     単身世帯可
   津市高洲町２０番８号他    鉄筋コンクリート４階建 ３ＤＫ

    家賃  １０，７００円 ～ ２４，７００円

(3) 大井アパート    １戸     単身世帯可
津市中河原１３４番地     鉄筋コンクリート４階建 ３ＤＫ

家賃  １１，８００円 ～ ２５，５００円

(4) ぜにやま団地（単身）３戸（１戸）  単身世帯可
   津市神戸１８９３番地     鉄筋コンクリート４階建 ２ＤＫ

    家賃   ７，４００円 ～ １２，７００円

(5) ぜにやま団地（世帯）６戸（２戸）
   津市神戸１８９３番地 鉄筋コンクリート４階建     ３ＤＫ

              プレキャストコンクリート４階建 ３ＤＫ

    家賃   ８，４００円 ～ ２８，７００円

(6) 阿漕アパート    １戸     単身世帯可



津市柳山津興３１８番     鉄筋コンクリート４階建 ２ＤＫ

    家賃   ８，９００円 ～ １５，０００円

(7) 南阿漕       １戸   
   津市阿漕町津興２２２番地８  鉄筋コンクリート４階建 ３ＤＫ

    家賃  １５，５００円 ～ ３２，２００円

(8) 藤方団地      １戸   
津市藤方２９７番地      鉄筋コンクリート５階建 ３ＤＫ

    家賃  １３，４００円 ～ ３０，７００円

(9) 一身田アパート   １戸
   津市一身田町２１３番地１   鉄筋コンクリート３階建 ３ＤＫ

    家賃  １８，８００円 ～ ３９，２００円

(10) 上弁財団地     １戸   
   津市上弁財町１５番１号    鉄筋コンクリート４階建 ３ＤＫ

    家賃  ２３，０００円 ～ ５０，６００円

(11) 雲出（単身）    ２戸（１戸）  単身世帯可
   津市雲出長常町１０２６番１  鉄筋コンクリート３階建 ２ＤＫ

    家賃  ２０，８００円 ～ ４８，０００円

(12) 雲出（世帯）    １戸    
   津市雲出長常町１０２６番１  鉄筋コンクリート３階建 ３ＤＫ

    家賃  ２４，６００円 ～ ５６，４００円

(13) 美里第１住宅    １戸   
   津市美里町北長野７５２番地１ 鉄筋コンクリート３階建 ３ＤＫ

    家賃  ８，０００円  ～ １８，１００円

(14) 美里第２住宅    １戸     単身世帯可
   津市美里町北長野５２１番地４ 簡易耐火２階建     ３Ｋ

    家賃  １４，７００円 ～ ３３，７００円

(15) 相川西団地     １戸
   津市久居野村町２００７番地１ 鉄筋コンクリート３階建 ３ＤＫ

    家賃  １３，４００円 ～ ３０，８００円

(16) 北口団地      １戸     
   津市久居北口町１０６５番地９ 鉄筋コンクリート３階建 ３ＤＫ

    家賃  １３，８００円 ～ ３１，７００円

(17) 桃里団地Ｃ棟    １戸     単身世帯可



   津市戸木町２１９１番地    鉄筋コンクリート２階建 ２ＤＫ

    家賃  １４，７００円 ～ ３３，７００円

(18) 桃里団地Ｄ棟    １戸
   津市戸木町２１９１番地    鉄筋コンクリート６階建 ３ＤＫ

    家賃  ２５，０００円 ～ ５７，６００円

(19) 片野団地      １戸     単身世帯可
   津市一志町片野５５３番地１５０ 準耐火平屋建     ２ＬＤＫ

    家賃  １３，４００円 ～ ３０，８００円

Ｂ区分住宅

(20) 朝汐アパート    １戸     単身世帯可
   津市下弁財町津興８０２番地  鉄筋コンクリート４階建 ２ＤＫ

    家賃   ７，３００円 ～ １０，９００円

(21)  西城山アパート   ３戸（１戸）  単身世帯可
   津市城山三丁目１０番     鉄筋コンクリート４階建 ２ＤＫ

    家賃   ８，６００円 ～ １３，３００円

（ ）内の戸数は優先入居住宅の戸数で、募集戸数の内数である。

家賃は、平成２７年度の月額家賃で、表示の範囲内で各入居世帯の収入等に

応じた家賃となる。

  また、平成２８年度以降は、毎年度、入居者の収入や住宅規模等に応じた

家賃となる。

６ 入居の時期

  平成２７年１１月上旬（予定）



津市公告第１００号

 狂犬病予防員より狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）第６条第１項

に基づく犬の抑留について通知がありましたので、同条第８項の規定により公

告します。

  平成２７年８月１８日

津市長 前 葉 泰 幸  

１ 抑留日  平成２７年８月１１日

２ 抑留期間 平成２７年８月１９日まで

番号 捕獲した

場所

種類 毛色 性別 体格 年齢 その他

１ 津市戸木町 雑種 茶 雌 中 
９１日

以上 
首輪なし 

３ 連絡先 津市環境部環境保全課

         電話 ０５９－２２９－３２８２

津保健福祉事務所 保健衛生室衛生指導課

         電話 ０５９－２２３－５１９２

















































津市公告第１０２号

 狂犬病予防員より狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）第６条第１項

に基づく犬の抑留について通知がありましたので、同条第８項の規定により公

告します。

  平成２７年８月２４日

津市長 前 葉 泰 幸  

１ 抑留日  平成２７年８月１８日

２ 抑留期間 平成２７年８月２６日まで

番号 捕獲した

場所

種類 毛色 性別 体格 年齢 その他

１ 津市安濃町 雑種 茶白 雌 中 
９１日

以上 
首輪あり 

３ 連絡先 津市環境部環境保全課

         電話 ０５９－２２９－３２８２

津保健福祉事務所 保健衛生室衛生指導課

         電話 ０５９－２２３－５１９２



津市公告第１０３号

 津市ホームページシステムリニューアル業務について、次のとおりプロポー

ザルを実施するので、公告します。

  平成２７年８月２４日

                    津市長 前 葉 泰 幸 

１ 業務概要

 業務名   津市ホームページシステムリニューアル業務

 契約期間  契約締結日から平成２８年３月３１日まで

 提案上限額 ２０，０００，０００円

（消費税及び地方消費税を含まない額）

２ 参加資格要件

  本企画提案に参加できる者は、参加資格要件の全てを満たす者とします。

 津市契約規則（平成１８年津市規則第４０号）第７条に規定する津市競

争入札参加資格者名簿に登載されていること。登録されていない場合にあ

っては、以下の書類を提出し確認を受けていること。

ア 法人にあっては、履歴事項全部証明書（登記簿謄本）

イ 商号登記をしている個人にあっては、履歴事項全部証明書（商号登記

簿謄本) 
ウ 商号登記をしていない個人にあっては、身分証明書及び登記されてい

ないことの証明書

エ 印鑑（登録）証明書

オ 本市の区域内に事業所を有する法人にあっては、市税に係る事業所の

完納を証明する書類

カ 本市の区域内に事業所を有する個人にあっては、市税に係る完納を証

明する書類

キ 法人にあっては、法人税並びに消費税及び地方消費税の記載がある未

納税額のない証明書

ク 個人にあっては、所得税並びに消費税及び地方消費税の記載がある未

納税額のない証明書

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４に規定す



る一般競争入札の参加者の資格を有していること。

 津市建設工事等指名停止基準（平成２１年４月８日施行）による指名停

止を受けていないこと。

 自己又は自社の役員等が次の各号のいずれにも該当する者でないこと、

及び次の各号に掲げる者がその経営に実質的に関与していないこと。

ア 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年

法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）

イ 暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）

ウ 暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者

エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害

を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者

オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するな

ど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与して

いる者

カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者

 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき、更正手続き開始

の申し立てがなされている者でないこと。 

 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき、再生手続き開始

の申し立てがなされている者でないこと。 

 手形交換所から取引停止処分を受けている者でないこと。 

 本プロポーザルの公告日を起点として、過去５年間に国または地方公共

団体に対し、ホームページシステムの構築に係る導入実績を有しているこ

と。

３ プロポーザル実施スケジュール

公告及び実施要領等の配布 平成２７年８月２４日（月）から 

     ９月１０日（木）１７時まで 

質問書の受付 平成２７年８月２４日（月）から 

     ９月 ２日（水）１７時まで 

質問書の回答期限 平成２７年９月 ７日（月） 

参加申込書等提出期限 平成２７年９月１０日（木）１７時まで 



参加資格審査結果の通知 平成２７年９月１４日（月） 

企画提案書等の提出期限 平成２７年９月２５日（金）１７時まで 

第１次審査（書面審査） 平成２７年９月２８日（月）から

     ９月３０日（水）まで

第１次審査結果通知 平成２７年１０月１日（木）まで

第２次審査（プレゼンテー

ション及び質疑応答）

平成２７年１０月６日（火）

審査結果通知 平成２７年１０月７日（水）以降速やかに 

４ 実施要領等の配布

  実施要領等は、広報課で配布するほか津市ホームページ当該企画提案記事

内からダウンロードをすること。

５ 契約の相手方となる最優先候補者の選定

  津市ホームページシステムリニューアル業務プロポーザル方式審査委員会

において提案内容を審査し、最も高い評価を得た応募者を契約の相手方とな

る最優先候補者（以下「最優先候補者」という。）として選定する。

６ 契約の締結

  審査の結果、最優先候補者として選定された応募者と契約に関する協議を

行い、契約の締結を行う。

  なお、最優先候補者との協議が整わない場合、最優先候補者に次いで高い

評価点を得た応募者と順次契約に向けての協議を行う。

７ その他

  本プロポーザルに関する詳細は、「津市ホームページシステムリニューア

ル業務プロポーザル方式実施要領」による。

                 【問い合わせ先】

                  津市政策財務部広報課

                  電話 ０５９－２２９－３１１１

FAX ０５９－２２９－３３３９



津市公告第１０４号 

家畜共済の事務取扱要領及び事務処理要領（昭和６１年３月３１日６１農経

Ｂ第８０４号農林水産省経済局長通知）に基づき設置する指定獣医師について、

本市が指定契約を委任した三重県農業共済組合連合会が次のとおり指定契約を

締結したので公告する。 

平成２７年８月３１日 

津市長 前 葉 泰 幸   

１ 指定契約期間 平成２７年９月１日から平成２８年８月３１日まで 

２ 指定獣医師  

指定獣医師氏名 

石井 一功 

奥田 昌広 

森 一司 



津市上下水道事業告示第９号 

  津市水道事業給水条例（平成１８年津市条例第２２２号）第１１条第４項

の規定により、津市水道局指定給水装置工事事業者を次のとおり指定したの

で、津市水道局指定給水装置工事事業者規程（平成１８年水道事業管理規程

第１４号）第１０条第１号の規定により告示する。 

  平成２７年８月２１日 

津市上下水道事業管理者 佐 治 輝 明 

名  称 所 在 地 指定年月日 

駒井建設 松阪市嬉野中川町 567-2 平成２７年７月２４日 



津市上下水道事業告示第１０号 

  津市水道事業給水条例（平成１８年津市条例第２２２号）第１１条第４項

の規定により、津市水道局指定給水装置工事事業者を次のとおり指定したの

で、津市水道局指定給水装置工事事業者規程（平成１８年水道事業管理規程

第１４号）第１０条第１号の規定により告示する。 

  平成２７年８月２１日 

津市上下水道事業管理者 佐 治 輝 明 

名  称 所 在 地 指定年月日 

諏訪組株式会社 津市半田 836 番地 26 平成２７年７月２４日 



津市上下水道事業告示第１１号 

  津市水道局指定給水装置工事事業者が給水工事の事業を休止したので、津

市水道局指定給水装置工事事業者規程（平成１８年水道事業管理規程第１４

号）第１０条第２号の規定により告示する。 

   平成２７年８月２１日 

津市上下水道事業管理者 佐 治 輝 明 

名  称 所 在 地 休止年月日 

株式会社伊勢組 津市半田 403 番地 3 平成２７年６月２９日 



津市上下水道事業告示第１２号 

  津市水道局指定給水装置工事事業者から次のとおり給水装置工事の事業の

廃止の届出を受けたので、津市水道局指定給水装置工事事業者規程（平成１

８年水道事業管理規程第１４号）第１０条第２号の規定により告示する。 

  平成２７年８月２１日 

津市上下水道事業管理者 佐 治 輝 明 

名  称 所 在 地 廃止年月日 

有限会社三和

建設 

津市久居新町 2760 番地 2 平成２７年７月３１日 



津市上下水道事業公告第１５号 

建設工事等に係る事後審査型条件付一般競争入札を執行しますので、地方自

治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び津市契約規

則（平成１８年津市規則第４０号）第４条の規定により、次のとおり公告しま

す。 

  平成２７年８月３１日 

津市上下水道事業管理者 佐 治 輝 明   

記 

別紙のとおり 





























津市教育委員会告示第１０号

 教育委員会を次のとおり招集する。

  平成２７年８月１７日

  津市教育委員会

                        委員長 坪 井  守

１ 招集の日時 平成２７年８月１８日（火） 午後５時から

２ 招集の場所 教育委員会室

３ 会議の事件 平成２７年度津市一般会計補正予算（第３号）＜教委所管分＞につ

いて
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津市監査委員告示第８号 

平成２７年７月３日付けで提出された住民監査請求書について、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第２４２条第４項の規定に基づく監査の結果を、

同年８月２５日付けで下記のとおり請求人に通知したので、同項の規定に基づ

き、公表する。 

平成２７年８月２７日

津市監査委員 高 松 和 也 

                                    津市監査委員  駒 田 修 一 

                                    津市監査委員 安 藤 友 昭 

                                    津市監査委員 倉 田 寛 次 

記 

第１ 請求の受理 

１ 受理年月日 

本件監査請求は、平成２７年７月３日に受理した。 

２ 請求人の住所・氏名 

津市 藤 井 計 子

３ 請求の概要 

本件監査請求書及び添付された事実を証する書類の内容並びに請求人の

陳述から、本件監査請求の概要は、以下のとおりであると理解した。 

なお、請求人の陳述は、平成２７年７月２９日に聴取した。 

 請求の要旨 

    昭和５９年（事前調査）から平成２０年１月８日（土地改良換地処分

登記完了日）に行われた白山町（市町村合併前の旧白山町）営土地改良

事業（地域改善対策農業基盤整備事業東町地区圃場整備）（以下「本件土

地改良事業」という。）について行われた財務会計上の行為について、下

記のとおり違法又は不当な行為が行われた。 

ア 財産の取得 

本件土地改良事業区域と隣接している土地の地権者（当事者）を交え

ず、圃場整備事業組合代表者、土地改良事業団体連合会職員及び旧白山

町役場職員のみで行われた土地境界立会確認により作成された図面が三



- 2 - 

重県農地調整課へ換地計画申請書の添付書類の換地図として提出される

とともに、津地方法務局登記部門へ土地改良所在図として提出されてい

る。また、三重県農地調整課へ換地計画申請書の添付書類として提出さ

れた津市白山町川口字堀越（第１工区）の土地改良事業区域の原形図に

は昭和５９年に国有地道路の拡幅工事のために用地買収された農用地の

未登記（分筆登記）の部分が含まれており、原形図の外周に合わせるた

めにその未登記の部分に地番を付け地目道路として書き加えられている。

この国有地道路は法務局の旧土地台帳付属地図を見る限り閉鎖されてお

らず、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）による機能交換には該

当しない。

  イ 事業の締結 

土地改良法第８７条第８項及び本件土地改良事業の施行当時の土地改

良法（以下「旧土地改良法」という。）第９６条の２第１項の規定におい

て、市町村が土地改良事業を行う場合は、都道府県知事の認可を受けな

ければならないことになっているが、当該事業においては、三重県知事

の事業認可の通知は昭和６２年４月３０日付けであるにもかかわらず、

当該事業の実績報告書の添付書類によると、事業着工日は昭和６１年１

２月１５日と記載されており、認可を受けず締結し、請負人に事業着手

させたことは違法行為である。 

  ウ 公金の支出 

    土地改良法第８７条第８項及び同法第１１３条の３第１項並びに旧土

地改良法第９６条の２第１項の規定を犯して行われた津市白山町川口字

堀越（第１工区）の事業に市の公金を市町村費として予算計上している。 

 請求期間経過に係る正当理由 

    監査請求日は、本件土地改良事業に係る財務会計行為から１年以上を

経過しているが、請求人は津市に対し本件土地改良事業のやり直しにつ

いて、平成２０年から申立てを行っていたが、平成２７年３月２７日付

けで津市から一方的に申立てに関するやり取りを終了されている。また、

行政に関して知識のない請求人が本件土地改良事業についての住民監査

請求を行うためには長期にわたる歳月が必要であったことから正当な理

由がある。 

 求める措置の内容 

三重県知事の認可を受けず着手した本件土地改良事業を津市は違法な
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事業と認め、津市白山町川口字堀越の第１工区の地積測量並びに換地計

画のやり直しを請求する。 

第２ 監査の実施 

１ 監査の対象事項

  本件監査請求の監査の対象事項について、本件監査請求は、適法な監査

請求であるか否か、適法な監査請求であると認めたときは、当該適法な監

査請求に係る財務会計行為が違法行為に当たるか否か、とした。

２ 監査の手続 

   本件監査請求の監査の手続について、監査対象部局を農林水産部農業基

盤整備課及び白山総合支所地域振興課とし、関係書類の提出を求めるとと

もに、関係職員の陳述を聴取した。 

第３ 監査の結果 

１ 確認した事実の概要

 本件監査請求について、請求人が提出した事実を証する書面、農林水産

部農業基盤整備課及び白山総合支所地域振興課が提出した関係書類、陳述

の内容等により確認した事実の概要は、次のとおりである。

 土地改良事業の認可

  旧白山町より昭和６１年９月２９日付けで本件土地改良事業の認可申請

が三重県に提出され、昭和６２年４月３０日付けで三重県知事により当該

申請に係る認可決定がなされている。

 事業の終結

  本件土地改良事業は平成２０年１月８日に土地改良換地処分登記完了に

より終結し、当該事業に係る財務負担行為も平成２０年４月３日の換地処

分及び換地処分登記に係る業務委託料７２４，５００円（税込）の支出を

もって終了している。

２ 結論  

本件監査請求について、適法な監査請求であると認めることはできない

と判断した。 

したがって、請求人の主張については、監査の対象とすることはできな

い。 
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３ 結論に至った理由

本件監査請求において、請求人は本件土地改良事業について、津市がそ

の違法性を認め、津市白山町川口字堀越の第１工区の地積測量並びに換地

計画のやり直しを行うことを請求している。 

ところで、地方自治法第２４２条第１項の規定に基づく監査請求は、地

方公共団体の長等について、違法若しくは不当な財務会計上の行為又は怠

る事実があると認めるときに、当該地方公共団体が被った財産上の損害を

是正し、又は損害を被ることを防止するため、当該地方公共団体の住民に

監査請求する権能を与え、もって地方財務行政の適正な運営を確保するこ

とを目的としたものである。このことから、監査請求の対象が財務会計上

の行為又は怠る事実に限られることは、監査請求制度の趣旨に照らして明

らかである。

本件監査請求において、請求人が主張する本件土地改良事業の違法性と

は、事業の認可段階での違法性を主張したものであり、財務会計上の行為

にはあたらない。

 また、監査請求期間において、地方自治法第２４２条第２項本文は、普

通地方公共団体の執行機関又は職員による財務会計上の違法又は不当な行

為は、たとえそれが違法又は不当なものであったとしても、それをいつま

でも争いの対象となり得るものとしておくことは行政の法的安定性の要請

から好ましくないものとして、当該行為のあった日又は終わった日から１

年を経過したときはすることができないと定めている。ただし、当該行為

について、当該普通地方公共団体の住民が客観的にみて、その監査請求期

間内に監査請求を行うことが不可能又は著しく困難な状況においても法的

安定性の確保を貫くことは適当でないことから、同項ただし書は、そのよ

うな「正当な理由があるとき」は、例外として監査請求期間を経過してい

ても監査請求をすることができると定めている。 

これらの要件に基づき本件監査請求について判断すると、同項本文が定

める監査請求期間について、本件土地改良事業は平成２０年１月８日の土

地改良換地処分登記完了をもって終結しており、また本件土地改良事業に

係る財務負担行為においても、平成２０年４月３日の換地処分及び換地処

分登記に係る業務委託料の支出をもって終了しており、当該事業の終結日、

当該事業に係る公金の最終の支出のあった日のいずれをもって考慮しても、
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１年を経過してなされたものと認められる。  

一方、正当な理由が認められるのは、当該行為が秘密裡になされ、１年

を経過して初めて明らかになった場合などが前提条件であるが、本請求に

おける事業及びこれらの事業に係る財務会計行為は公然と行われたもので、

秘密裡に行われたものではないことは明らかであり、請求人が主張する「平

成２０年から継続して行っていた当該事業に係る申立てを平成２７年３月

２７日に津市に申立てに関するやり取りを終了された。」及び「監査請求を

行うにあたり行政に係る知識がなく相当な期間を要した。」との理由は、い

ずれも個人的な理由であり、これらをもって「正当な理由があるとき」に

該当するとは認めることはできない。 

以上の理由から、請求人の主張は容認することができず、適法な監査請

求であると認めることはできないと判断した。 

以上 


